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学校生活のきまり 
 

1.天沼中学校 学校生活における五原則 

 

 

 

２．服装について 

・服装はきちんと着用し、華美なものを避ける。緊急時にも動きやすく、体温調節しやすい服装を

選ぶ。また、体育着・ジャージは私服ではない。 

・入学式・卒業式などの際は「正装」とする。正装の際には必ず校章・クラス章を左胸に付ける。 

・「正装」とは、式典の厳粛さを損なわず、集団の一員としての誇りを感じさせる服装で、どのよう

な場面においても礼を失しないことを基準とする。 

正装例 男子：ワイシャツにネクタイ、ズボン、ブレザー（左胸に校章・クラス章） 

女子：ブラウスやワイシャツにネクタイやリボン、ズボンまたはスカート、 

ブレザー（左胸に校章・クラス章） 

 

３．所持品について 

・生徒手帳は常に所持する。 

・学習に関係のないもの、貴重品や必要のない現金、危険なものは学校に持ってこない。誤ってこ

れらのものを持参した場合は、登校後すぐに学年の先生に届け出て預ける。 

・傘なども含め持ち物には記名する。私物を紛失した場合には速やかに先生に報告する。 

・教室ロッカー等に保管した置いてよいもの以外は持ち帰る。 

 

４．校内生活について 

・8 時 10 分から 8 時 25 分までに登校し、8 時 30 分には自席に着席して朝学習を始める。朝

会の日は 8 時 25 分に教室前に整列完了し、体育館へ移動する。 

・部活動などの朝練習は原則としてなし。 

・登校後は安全上、校外へ出ることは禁止する。 

・欠席や遅刻をする場合には、保護者から 8 時 10 分までにフォームズで連絡する。8 時 10 分

を過ぎたら保護者から電話で学校へ連絡する。学校への連絡は保護者からとする。 

  



 

・水筒は飲むとき以外は原則としてカバンの中に入れ、カバンは閉じる。特に教室移動の際に置

きっぱなしにならないように気を付ける。 

・体育実技の見学連絡は生徒手帳に記載して保護者のサインをもらい、体育の先生へ届け出る。 

・行事の準備や委員会活動などの放課後活動は、担当の先生の許可を得たうえで行うこととす

る。 

・放課後活動（部活動を含む）の最終下校時刻は通常は 18 時 10 分とし、冬季（11 月 1 日～

1 月 31 日）は 17 時４０分とする。 

・授業間の 10 分間は授業準備の時間とし、授業開始のチャイム前に準備を完了して着席する。 

・給食時間中は教室内で過ごす。食物アレルギー等で届け出ている生徒の「除去食」については、

学級の生徒全員が理解したうえで事故が起きないように配慮する。 

・教室内、校内環境の美化に努める。ゴミは各自で持ち帰るか、１階サロン横の大きいゴミ箱に捨

てる。雑紙はリサイクルボックスに入れる。 

・清掃用具は毎回元に戻し、整頓する。清掃終了時は全員で報告する。 

・備品などは取り扱いを丁寧にする。破損した場合はすぐに申し出て謝罪する。その後「破損・汚

損・紛失届」を作成し提出し、指示に従う。 

・他の教室に許可なく入らない。 

・職員室に入室するときは、カバン・コート類は廊下に置き、ノックをしてから入室し「失礼します。

（所属）（名前）です。○○先生お願いします／いらっしゃいますか。」とたずねる。 

・職員室は、職員打ち合わせ中、職員会議中は入室を禁じる。定期考査１週間前や成績処理期

間は入り口より先に入ることを禁じる。 

 

５．学校生活で困ったとき 

・いじめなどで嫌な思いをしたり、見たりしたら、すぐに学校へ伝える。 

（たとえ１対１でもいじめである。相手が笑っていてもいじめである。） 

・生徒会の意見箱には、生徒の自治活動の範囲内での意見を入れることができる。 

・具合が悪くて保健室に行くときには、保健委員か誰かに声をかけてから行く。 

・学校に忘れ物を取りに来たときは、職員室か主事室に申し出て許可を得る。 

 

６．その他 

・運動会や学校行事に他校の生徒を呼ばない。他の中学校へは行かない。 

・部活動は顧問不在時には一切活動できない。定期考査１週間前は原則活動停止。 

・図書館では司書の指示に従う。本を大切に扱う。本の貸出期限を守る。 

・保健室を利用する際は養護教諭の指示に従う。アレルギーや持病などの情報をきちんと伝える。 

・災害時や不審者侵入時は、先生の指示に従い、安全に避難行動をとる。 


